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 ＪＡ佐渡では平成３１年１月に『ＪＡ佐渡ＡＳＩＡＧＡＰ研究会』を立ち上げ、

環境に配慮した持続的な農業の実践に取り組んでいます。令和元年７月には団

体認証を取得し、現在は島内６農場と畑野倉庫で認証を取得しています。今年も

新たに認証取得に取組む農場があり、取り組みを拡大しています。 

そこで、日々作業に携わっていただいている皆様にもＧＡＰについて知って

いただきたく下記のとおりまとめてみましたので、ぜひご一読ください。 

 

 

 

Good Agricultural Practice の頭文字を取った言葉で、直訳すると『よい

農業のやり方』という意味になり、食品安全・環境保全・労働安全など様々な目

的で『適正な農業を実践すること』と考えられています。 

 なぜ GAP に取り組むのかというと…他の農産物と差別化ができて高く売れ

るようになるためではなく、作業手順の標準化や効率化が図られ、さらには安全

性が確保され、その結果としてよい農産物を作り出すことができるようになる

のです。GAP では食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理が

５本の柱となっています。この項目に対して JA 佐渡 ASIAGAP 研究会では約

１７０個のチェック項目を設け、全てをクリア出来るよう取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整理整頓されている現場なら必要な物が探しやすいし、安全に管理すること

ができます。作業手順がルール化されていれば、誰もが同じ手順で無駄なく作業

ができます。もしもの事故が起きた時でも、事前に準備されていればパニックに

ならず対応できます。このような日常的な取り組みが GAP です。一つ一つは難

しいことではありませんが、それを継続して実践することが重要です。 
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